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１　日 　 　 時　　令和８年３月 10 日（火）　９：58～10：25 
 
 
２　場 所　　委員会室 
 
 
３　出 席 委 員  　荒谷委員長　渡邉芳彦副委員長 
　　　　　　　　　武田委員　渡部友子委員　住友委員 
　　　　　　　　　水谷委員　藤本委員　久米委員 
 
 
４　欠 席 委 員　　なし 
 
 
５　議 長　　幸坂議長 
 
 
６　傍 聴 議 員　　陶久副議長　橘議員　大山議員 
　　　　　　　　　大橋議員　橋本議員　佐古議員 
 
 
７　出席理事者　　岩佐市長　西田副市長　平井副市長　東條政策監 
　　　　　　　　　篠原政策監　中橋産業部長　藤本建設部長 
　　　　　　　　　吉岡都市整備部長　松原水道部長　数藤産業部理事 
　　　　　　　　　清原都市整備部参事　古川農林水産課長 
　　　　　　　　　福島農地整備課長　山田商工戦略課長 
　　　　　　　　　武田観光交流課長　大川野球のまち推進課長 

喜多工事検査課長　兼任土木課長　是松住宅課長 
速川公共建設課長　石本広域連携事業課長 
岡本下水道課長　安田水道課長 
村田農業委員会事務局長　横手秘書広報課長　他 

 
 
８　事 務 局　　佐坂事務局長　田上議事課長　谷崎課長補佐 

平瀬課長補佐　福岡係長 
 
 
９　傍 聴 者　　１人 
 
 
10　記 者 席　　１人 
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【　会議の概要　】 
 

開　会　　９：５８ 
 

荒谷委員長　　おはようございます。ただ今から産業建設委員会を開催いたしたいと思

います。全委員さんの御出席をいただきまして、ありがとうございます。

朝は非常に寒い中で、風邪も引かれている方もおいでますが、体調には十

分御留意されますことをお願い申し上げたいと思います。本委員会は議案

が２件ということで、予算議案は予算審査特別委員会のほうに移るという

ことでございますので、２件の議案に対して適切な質疑等を行っていただ

いたらと考えておりますので、スムーズな運営に御協力いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

　　　　　　　それでは市長さんから御挨拶をいただきたいと思います。岩佐市長。 

 

岩佐　市長　　おはようございます。本日は産業建設委員会を開催していただきまして、

誠にありがとうございます。 

　　　　　　　さて、本委員会に提案させていただきます案件につきましては、条例の

一部改正案１件、辰巳那賀川樋門の施行に関する基本協定の変更について

の計２件でございます。詳細につきましては関係課長から御説明を申し上

げます。御提案申し上げました案件につきまして、御審議のうえ御承認を

賜りますようお願いを申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

荒谷委員長　　ありがとうございました。 

本委員会に付託されました案件は、市長提出議案２件であります。それ

では、議案の審査に入りたいと思います。 

 
 

第９号議案　阿南市道の駅公方の郷なかがわ条例の一部改正について 
 

荒谷委員長　　初めに第９号議案　阿南市道の駅公方の郷なかがわ条例の一部改正につ

いてを議題といたします。理事者の説明を求めます。武田観光交流課長。 
 

【理事者説明　武田　観光交流課長】 
 

荒谷委員長　　ありがとうございました。理事者の説明が終わりましたので質疑に入り

たいと思います。質疑ございませんか。渡部委員。 

 

渡部友子委員　こちらのパーゴラの撤去が進んでいますけれども、このパーゴラを使用

される方がおられたっていうことだと思うんですが、どのように民間の方

が活用されていたのか、使用なさっていたのかっていうことと、パーゴラ

の撤去に伴って、水道も電気もありませんけれども、パーゴラを撤去した

この場所を、民間の方が使うということが想定されているのか、また、ど

んな活用があると見込まれているのかお聞かせいただけますか。 

 

荒谷委員長　　武田観光交流課長。 
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武田　課長　　渡部委員さんのパーゴラに関する御質問にお答えいたします。 

　　　　　　　まず、パーゴラがどのように使用されてきたのかという御質問でござい

ますが、パーゴラにつきましては、既存の農産物直売所とれとれ市公方の

東側に隣接しております柱とフレーム等で構成されている構造物でござい

ます。この構造物の中には飲食店等が入居しておりまして、これまで営業

しておりましたけども、ここ近年は店舗が撤退をして、そのパーゴラの活

用が市としての課題となっておりました。 

パーゴラ撤去後の活用につきましては、ＪＡ東とくしまが実施するとれ

とれ市の増築工事及び、残ったスペースについては市が芝生広場の整備を

行い、活用することとしております。以上、お答えといたします。 

 

荒谷委員長　　渡部委員。 

 

渡部友子委員　御説明ありがとうございます。また、この道の駅を使われている方や市

民の皆さんから、このように活用していってほしいといった御意見もある

かと思いますので、今後、その芝生広場の利活用についても研究して、よ

いものにしていただけたらと思っております。以上です。 

 

荒谷委員長　　要望ということで、お願いいたします。 

　　　　　　　ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

荒谷委員長　　質疑なしというお声でございましたので、質疑なしと認め、質疑を終結

いたしたいと思います。 

これより、第９号議案を採決いたします。本件を原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 
 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
荒谷委員長　　御異議なしと認めます。よって、第９号議案　阿南市道の駅公方の郷な

かがわ条例の一部改正については原案のとおり可決といたします。 
 

 
質 疑 終 了 ・　採　　　決 

全 会 一 致　・　原案のとおり可決 
 

 

 
 

第３８号議案　辰巳那賀川樋門の施行に関する基本協定の変更について 
 

荒谷委員長　　次に第 38 号議案　辰巳那賀川樋門の施行に関する基本協定の変更につ

いてを議題といたします。理事者の説明を求めます。兼任土木課長。 
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【理事者説明　兼任　土木課長】 
 
荒谷委員長　　ありがとうございました。理事者の説明が終わりましたので質疑に入り

たいと思います。質疑ございませんか。住友委員。 

 

住友　委員　　この工事について、３回もいろいろ契約が変わっております。その金額

もまあまあ異常になっておると。期間が長いせいで、いろんな条件が重な

って、そら当然、上がるんは分かるんですよ、こういうような事態で。し

かし、これだけの問題じゃなしに、何の工事にしたって、契約して、再々、

再々上がるんがあるわな、いろいろと。上手な言葉ではしゃべれませんが、

契約の条件として、値上がりについては何ぼまでとか、そういう条件って

いうのは最初に決められてないんですか。ちょっとお伺いをしたいと思い

ます。 

 

荒谷委員長　　兼任土木課長。 

 

兼任　課長　　住友委員さんの御質問にお答えします。 

　　　　　　　金額の上限をいくらまでというふうなことなんですが、今回、国との基

本協定を締結した中にはそれらのことは書いておりませんで、今回お願い

しております樋門の改築工事に関しましては、ある程度の金額の幅を、こ

れぐらいの工事費というふうな想定のもとで協定を締結しておりまして、

それをもとに各年度の予算に応じて、国土交通省のほうで工事の発注をし

ていただいておる状況でございまして、その年度で積算をしたところ、上

昇していくような結果になって、だんだんと、毎年、設計金額が上がって

おりまして、今回が第２回目の上昇、金額が増えるという状況となってお

ります。以上でございます。 

 

荒谷委員長　　住友委員。 

 

住友　委員　　そしたらね、２億 9,110 万円って書いてあるわね、今回。当初からいう

たらね、やっぱり、こういう情勢だから、いろいろこれから、資材やガソ

リン、物価もみんな上がっていくと思いますよ。ほなけどやっぱり、市が

工事の委託をする場合に、ある程度の範囲は、大体概算、積算できると思

うんで、その範囲でやってくれとか、強制じゃなしに、そういうふうない

い方を、これからの工事を進めていくうえで、いくらでも出してもいいと

いうわけではないので、決めていってほしいなと。これ、私の要望なんで

すが、そういうふうなかたちでやっていただかないと、令和９年度までだ

ったら、また上がりますよ。相手のいいなり、いやいや、言葉は悪いけど

も、条件をいわれて、これでは難しいわと、機械器具が上がったじゃ、そ

したらまたＯＫしなければいけないじゃないですか。今、やりかけとるや

つは終いつけてもらわなしゃあないしね。だから今後、請負をする場合に

は、そういう、将来にわたってまでも、ちょっと先に契約の段階で気をつ

けていただきたいなと、今後ね、お願いをしたいと思います。 

 

荒谷委員長　　住友委員、要望ということでよろしいですか。要望ということでござい

ます。 

　　　　　　　ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

荒谷委員長　　なしでよろしいですか。それでは、質疑がないようでございますので、

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより、第 38 号議案を採決いたします。本件を原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 
 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
荒谷委員長　　御異議なしと認めます。よって、第 38 号議案　辰巳那賀川樋門の施行

に関する基本協定の変更については、原案のとおり可決といたします。 
 

 
質 疑 終 了 ・　採　　　決 

全 会 一 致　・　原案のとおり可決 
 

 

 

荒谷委員長　　以上で、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました

ので、本委員会を閉じることにいたします。閉会にあたり市長から御挨拶

をいただきたいと思います。岩佐市長。 

 

岩佐　市長　　本日は産業建設委員会を開催していただきまして、ありがとうございま

した。また、提案させていただきました案件につきましては、原案どおり

御承認を賜り、厚く御礼を申し上げます。御審議の中で賜りました、また

御意見、御提言につきましては、今後の市政運営に活かしてまいりたいと

存じております。本日は誠にお世話になり、ありがとうございました。 

 

荒谷委員長　　ありがとうございます。それでは、これもちまして産業建設委員会を閉

会いたします。 
 

閉　会　１０：２５ 
 

 


